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消費者誌上セミナー

シリーズ 住まいの購入ガイド―マイホームを初めて買う方へ 
ステップ6　「不動産売買契約を結ぶ」

組織替入会者
廃業・退会者

こんにちは　新顔です。

空き家バンクで『空き家の活用・田舎暮らし』
しませんか？

既存住宅の調査（インスペクション）費用を助成します！

理事会だより

全宅連安心R住宅　運用開始
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宅建業者誌上セミナー
◦不動産広告の相談事例　─賃貸物件特有のもの─
◦宅地建物取引の判例 　─地面師事件─

◆しっかりチェック！レインズルール   レインズ Ｆ＆Ｑ

会長あいさつ

シリーズ　「ほがらか不動産相談所」
　賃貸借 トラブル事例と対処法 2
　　　家賃の滞納の対応

弁護士法人中村綜合法律事務所　弁護士
ほがらか信託株式会社　代表取締役　中村 雅男

早川町

早川町
併せてP8の「いいじゃん！　この街」もご覧ください。

◆表紙の写真について 　

宅建業免許更新は
お済みですか!?
提出期間は、免許満了日の
90日前から30日前まで

申請書類はHPよりダウンロードできます。

山梨県宅建協会HPのトップページにアクセス！
書式ダウンロード→宅地建物取引業者免許申請からダウンロード！

http://yamanashi-takken.or.jp/

宅建業免許更新は
お済みですか!?

理事です。新

	 11	 参加費無料‼　宅建開業支援セミナー＆個別相談会！

	 12	 大丈夫でしょうか? 今一度確認してみてください。

	 13	 宅建業者免許の更新忘れにご注意ください!!

	 15	 宅地建物取引業者研修会　開催のお知らせ

		  消費者セミナー開催報告
	 16	 宅地建物取引士資格試験　実施状況報告

		  「全宅連安心Ｒ住宅」制度説明会 開催報告

		  宅建親睦ゴルフ大会 開催報告
	 19	 �【全宅連】不動産契約書及び重要事項説明書 書式に

係る無料電話相談の実施
	20	 安心と信頼の証　不動産キャリアパーソン

		�  全宅連書式ダウンロード用ＩＤ・パスワードが変更に
なります！

	24	 �年末年始休暇のお知らせ
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消費者誌上セミナー

不動産売買契約を結ぶ

　売主との間で売買契約を結ぶ前に、仲介を依頼した宅

建業者との間で、媒介契約を結びましょう。

　媒介契約書には、宅建業者が行うべき仲介業務の範囲

や義務などが明記してあるほか、売買契約が成立した際

にあなたが宅建業者へ支払うことになる仲介手数料につ

いても、その金額と支払い時期が明記されていますので、

しっかりと内容を確認しておきましょう。

1 まずは、仲介を依頼した
宅建業者と媒介契約を結びます

�
重要事項の説明が終わったら、いよいよ契約です！
売買契約書は、売主と買主、双方の“権利と義務”を明記した重要な書類です
から、十分に内容を理解してから署名・押印するようにしましょう。

ステップ
6

不動産売買契約書のココをチェック！

　仲介手数料は、国土交通省告示によって、その上限が
定められています。
　売買金額が…
①200万円以下の部分……………………… 5 % ※
②200万円を超え400万円以下の部分 …… 4 % ※
③400万円を超える部分…………………… 3 %
　なお、売買金額が400万円以上の場合には、 3 %＋ ６ 万
円（簡便法）で計算しても同じです。
　例えば、売買価格（消費税抜き）が3,000万円のときは、
3,000万円× 3 %＋ ６ 万円＝96万円となります。
� ●仲介手数料には別途消費税がかかります。
※�平成30年 1 月 1 日より、報酬告示が改正され、低廉な空き家等の売買・

交換の媒介・代理の際に受けることができる報酬の額が一部変更されて
おります。

　詳しくは、宅建やまなしVol.171をご覧下さい。

2 仲介手数料はいくら？

①瑕疵担保責任
（購入後に見つかった物件の欠陥等は、誰が責任を負うのか？）
�
　瑕疵担保責任とは、目に見えない住宅の欠陥（隠れた瑕疵）
に関して、引渡し後も売主が買主に対して責任と負担を負うと
いう内容のものですが、これには右記のような ３ つのルール（法
律）があります。
　なお、新築住宅を供給する事業者には「品確法※ １」の他に「住
宅瑕疵担保履行法」により保険への加入または保証金の供託が
義務付けられています。これは将来起こりうる瑕疵に対する事
業者の責任を確実に履行するための資力の確保を目的としてい
る制度です。この制度によって、万一、事業者が倒産している
場合でも、住宅の購入者は瑕疵の補修などにかかる費用を請求
することが可能になりました。

※ １ 　品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）とは、新築
住宅を供給する事業者に、住宅の基本構造部分（住宅の構造耐力上
主要な部分、または雨水の浸入を防止する部分として政令で定める
もの）について最低10年間の瑕疵担保責任を義務付けた法律です。

※ ２ 　民法上のルールは契約当事者の合意によって内容を変更すること
が可能です。例えば、個人が売主となる中古住宅の売買では、売主の責
任期間を、引渡日から一定期間と定めるのが一般的です。

売
買
契
約
の
締
結

物
件
の
引
渡
し

瑕
疵
の
発
見

１年以内

２年以上の期間

《売主が責任を負うべき期間》

10 年以上の期間
宅建業者が売主のとき

新築住宅のみ

※2

民法

宅建業法

品確法
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（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会
「住まいの購入ガイド」より

不動産売買契約書の
ココをチェック！

②手付解除
（売買契約後に解約する場合は？）
�
　手付金とは、売買契約を結ぶ際に、買主から売主

へ支払われる金銭で、特に契約に定めがない場合「解

約手付」とみなされ、契約の解除権を留保するため

のお金と解されています。

・「手付金」………�契約を解除する（または買主の

ローン特約の行使により解除さ

れる）場合、買主に返却するお

金

もしも、買主から一方的に
契約を解除したい場合…

　支払った手付金を放棄すればよく、それ以外に損

害賠償等の責任を負わないことになっています。た

だし、相手方が履行に着手した場合や、手付金をもっ

て契約を解除できると定めた期間を経過してしまっ

た場合には、契約違反による解除となり違約金等が

生じるので注意が必要です。

③ローン特約
（万一、住宅ローンの申込みが否認されたら？）
�
　住宅ローンは、売買契約を結んだ後でなければ正

式な申込みができません。そのため、万一住宅ロー

ンの申込みが否認された場合、何らペナルティなく、

買主が契約を解除できるようにするために定めた条

項が「ローン特約」です。後日、トラブルにならな

いよう、借入先の金融機関名や融資額等を明確にし

ておくようにしましょう。

あなたの契約書にある
ローン特約はどっち？

①解除条件型ローン特約

　買主の利用する住宅ローンが否認されたときや、

審査結果を得られないまま指定の契約解除期日が経

過したときは、当然に契約が解除されることになる

タイプの特約です。

②解除権留保型ローン特約

　例えば、「……の場合、買主は解除することがで

きる」などと書かれた条文で、買主からの明確な意

思表示がなければ、契約が失効しないタイプの特約

です。そのため、解約合意書の締結等、確実な手段

を講じることが大切です。

契約内容が変更に!?
そんなときは…

● 覚書などの書面を交わそう！
　売買契約が成立してから、後日、契約内容に変
更が生じるような場合、口約束では、「言った、言
わない…」のトラブルの元になりますから、必ず「覚
書」など、売主・買主の双方が署名・押印した合
意書面を作成しておくようにしましょう。
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不動産広告の相談事例　
宅建業者誌上セミナー

─賃貸物件特有のもの─
■�礼金の有無に応じて異なる賃料を設定した取引は可能でしょ
うか？

具体例
　次の広告案のように「礼金 1 か月分」の場合と「礼金なし」
の場合で異なる賃料を設定し、いずれかを選択できる方法で
賃借人を募集したいと考えていますが、表示規約で禁止して
いる不当な二重価格表示に当たらないでしょうか？

　広告案のように、礼金の有無によって賃料の額に差を付ける
表示は、表示規約施行規則第14条の割引表示ができる要件に該
当しますので、表示規約第20条で禁止する不当な二重価格表示
には当たりません。
　したがって、「賃料は次の二つの条件からお選びください。

［1］礼金 1 か月の場合：賃料11万円　［2］礼金なしの場合：賃
料12万円」等と表示すればよいでしょう。
　また、インターネット不動産情報サイト等に掲載する場合
は、通常、賃料等の欄にはどちらか一方の条件しか表示できま
せんので、例えば、上記［1］の条件を表示した場合は、［2］
の条件を備考欄等に「礼金なしの場合は、賃料12万円で取引に
応じます。」等と表示すればよいでしょう。

■�契約済み物件などの「おとり広告」以外に特に気をつけるポ
イントはありますか？

　平成20年度以降、表示規約違反でもっとも重たい措置（違約
金課徴）を受けた事例の70％以上がインターネット広告が占め
ており、その内容は契約済み物件の掲載などの「おとり広告」
と建築年月を新しく表示したり、実際には存在しない設備等

（エレベーターなど）を表示するなどの「不当表示」が大半を
占めています。
　不当表示とは、「物件の所在、形質その他の内容又は物件の
価格、支払方法その他の取引条件について、実際のものよりも
優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表
示」をいいます。 
　不当表示の要件は、その表示によって一般消費者が実際のも
のよりも優良又は有利であると誤認するおそれがあれば足り
てしまい、事業者の店舗へ出向くなど実際に誤認する必要は
なく、騙されたかどうかも関係ありません。さらに、広告主で
ある事業者の意図や故意、過失も問わないことになっています

（無過失責任）。

◆不当表示の事例と未然防止のためのポイント
⑴　建築年月について、「2011年 9 月築」と表示していたが、実

際の建築年月は、1962年 5 月であった。
 	 ポイント→リフォーム等を実施した時期を建築年月等の欄に

記載するケースが多いので注意してください。
⑵　専有面積について、ホームページの検索条件（20平米以上、

30平米以上、･･･）に合うように、例えば、19.5平米の物件を
「20.0平米」で表示していた。

 	 ポイント→専有面積の小数点以下を切り上げて表示すること
はできません。

⑶　設備について、「バス」「オートロック」「エレベーター」等
と表示していたが、実際には、これらの設備は設置されてい
なかった。

 	 ポイント→物件に付帯する設備であるかどうか確認せず安易
に掲載しているケースが非常に多いので注意してください。

⑷　「賃料 2.5万円　間取り 1 R（洋8.8）　専有面積 14.30平米」
等と表示していたが、実際には、この部屋は最大入居者数 6
名のルームシェア物件であった

 	 ポイント→ルームシェアである旨と最大入居者数を記載しな
いと、 1 人で入居できる物件と思ってしまいますので注意し
てください。

⑸　「賃料 5.70万円」と記載するとともに「賃料 3 か月半額キャ

【広告案】

◆礼金 1 か月分の場合　⇒　賃料11万円
◆礼金なしの場合　⇒　賃料12万円

ンペーン実施中」と表示していたが、表示の賃料は、契約後
3 か月間の割引後の賃料であって、表示の賃料からさらに半
額（28,500円）になるものではなかった。

 	 ポイント→契約締結後、一定期間の賃料を減額するという取
引自体は問題ありませんが、広告する際には、賃料の欄には
減額前の本来の賃料を表示し、割引賃料は、補足情報として
割引の期間と併せて備考欄等に表示してください。

⑹　契約時等に必要となる保証会社への保証料や鍵交換費用等
を記載していなかった。

 	 ポイント→これら諸費用を広告に表示していないと不当表示
になります。諸費用の支払いが入居条件となっている場合に
は、その内容と額を必ず記載してください（なお、平成24年
5 月31日施行の表示規約では、これらの諸費用は、必要な表
示事項に追加されました）。

⑺　「敷金 1 か月」、「ペット可」等と表示していたが、ペットを
飼育する場合は、敷金が 2 か月となる旨を記載していなかった。

 	 ポイント→ペットを飼育する場合には、敷金や管理費などが
増額されることが多いので注意してください。

⑻　「保険　なし」と表示していたが、実際には、損害保険料を
必要とするものであった。

 	 ポイント→保険料の額は記載しなくても構いませんが、保険
料を必要とする旨は必ず記載してください。

　これら不当表示となった物件の大半は、元付会社や管理会社
などから情報提供を受けた物件（いわゆる先物物件）です。先
物物件を広告する際にはその情報図面等を参考にして広告しま
すが、その情報に書かれている内容が100％正しいとは限りま
せん。また、元付会社等に照会しないとわからない重要な情報
もあるかもしれませんので、先物物件を広告する時には、必ず
元付会社等に確認することを忘れないでください。不当表示を
しない第一歩につながります。

■�「ルームシェア物件」を広告する際に気をつけるポイントは
ありますか？

　「ルームシェア物件」は、最近、業界紙などのマスコミで取り
上げられ、専門で取り扱う不動産業者も出てきているなど、賃
貸住宅の新しい居住形態の一つとして増えてきているようです。
　ルームシェアとは、一般的には、家族や親族、友人同士では
ない他人同士が一つの物件を共同で借り、各居室を一人一人の
プライベートスペースとし、キッチン、リビングルーム、風呂、
トイレ等を共同で利用する居住形態のものをいいますが、一つ
の居室に複数人で居住するいわゆる「相部屋物件」の入居募集
もみられます。
　最近、これらルームシェア物件や相部屋物件であるのに、そ
の旨を記載していない広告が少なからず見受けられ、このよう
な広告を見た一般消費者は、当然「自分一人で住める」、「（一
人当たりの賃料が記載されていると）安くて広い物件である」、

「設備等は室内にあり自分専用である」などと認識することに
なり、このような広告は、一般消費者に実際のものよりも優良
又は有利であると誤認されるおそれのあるものであって、表
示規約第23条で禁止する不当表示に該当することになりますか
ら、決して行ってはなりません。
　したがって、ルームシェア物件や相部屋物件を広告する際に
は、その旨や同居する人数・性別等を明瞭に記載するほか、賃
貸住宅の必要な表示事項を記載する必要があります。

【表示例】

　なお、インターネット不動産情報サイトで広告する場合は、各サ
イトで設けている掲載ルールにも従って表示する必要があります
が、サイトの中には、ルームシェア物件等の掲載に対応していない
サイトもあるので、充分、注意して広告する必要があります。

公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会ホームページより転載

◎女性専用ルームシェア物件　 3名募集！
賃貸マンション　 3 DK
賃料　12万円（ 1 名当たり 4 万円）
管理費　6,000円（ 1 名当たり2,000円）
礼金　12万円（ １ 名当たり 4 万円）
………（以下、概要）
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　所有者に成りすました者に不動産の売買代金を騙し
取られた買主が、売主の誤った本人確認情報を提供し
た弁護士に対して損害賠償を請求した事案の控訴審に
おいて、その弁護士に所有者の成りすましを疑うに足
る事情はなかったとして、買主の請求を一部認容した
原審判決を変更し、その請求を全て棄却した事例（東
京高裁　平成29年 ６ 月28日判決　ウエストロー・ジャ
パン）

１ 　事案の概要

　本件事案は概略すると、買主Ｘ（原告・個人）が、
売主との間で売買契約を締結し、代金の一部 ２ 億 ４ 千
万円を支払い、所有権移転登記経たところ、後日、そ
の売主は所有者に成りすました者（以下「自称Ａ」）
であったことが発覚、本件不動産の所有権を得られな
かったことから、Ｘが売主の誤った本人確認情報を提
供した弁護士（被告）に不法行為に基づく損害賠償を
請求したものである。詳細については、RETIO 108号
134頁を参照していただきたい。
　原審は、「自称Ａより提示された遺産分割協議書に
相続開始日等に誤記があるうえ、高齢者が多額の現金
を受領する異例で安全性を欠くものであったこと等か
ら、成りすましを疑うべき事情があった」としてＹの

注意義務違反を認め、これと相当因果関係のあるＸの
損害についてＸの過失相殺（ ４ 割）後の １ 億6,044万円
余の支払いをＹに命じたが、Ｘ・Ｙ両者ともこれを不
服として控訴した。

２ 　判決の要旨

　裁判所は、次の通り判示し、原審の判断を変更し、
Ｘの請求を棄却した。
⑴　Ｘは、弁護士であるＹが売主の代理人であると認
識し、本件売買契約が売主本人の意思に基づく契約と
信頼していたため、Ｙは高度の注意義務を負うと主張
する。
　しかし、Ｙは、自称Ａから売買契約への立会いを求
められ、これを承諾したものであり、依頼内容は必ず
しも明らかではない。また、不動産登記法において、
資格者代理人の資格の差異によって義務の内容が異な
るとする定めはないことから、本人確認に際して、一
般に弁護士が司法書士よりも高度の注意義務を負うと
は認められない。
⑵　Ｘは、自称Ａが成りすましによるものであること
を疑うに足りる事情があったから、本人確認資料とし
て提供された住基カードのQRコードを読み取る作業
を行うか、Ａの自宅に赴いてＡ本人やその近親者と面

宅地建物取引の判例 　―地面師事件―

（東京高判　平29・６・28ウエストロー・ジャパン）

誤った本人確認情報を提供した弁護士に売主の
成りすましを疑うに足る事情はなかったとして、
原審判決を変更し賠償請求を棄却した事例
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談をする等により本人確認を追加して行う注意義務を
負っていたと主張する。
　しかし、Ｙは自称Ａと面談し、その際本人確認資料
として提示された住基カード（後日偽造と判明）を手
に取って見た限り違和感はなく、写真が付け替えられ
たりした様子や改ざんされた形跡もなく、他にも不自
然な点はないと認識した上、Ｙが自称Ａに生年月日等
を尋ねた際にも、正確に回答がなされ、特段不自然な
点はなかったことから本人確認情報を提供したもので
ある。そうすると、Ｙにおいて知り得た事情に照らし、
自称Ａが申請の権限を有する登記名義人であることを
疑うに足りる事情があるときは格別、そうでない場合
にまで、不動産登記規則に定める方法以外の本人確認
をすべき義務を負うことはないというべきである。
⑶　また、以下の点を踏まえれば、自称Ａが登記名義
人であることを疑うに足りる事情があったとは言え
ず、Ｙにおいて、自称Ａの自宅を訪問して、Ａ本人な
いし近親者に面談するあるいは、QRコードを読み取
る等、住基カードの提示を求める方法以外の方法に
よって本人確認すべき注意義務があったとは認められ
ない。
①�Ｙが、自称Ａに対し、弁護士関与の必要性を尋ねた

ところ、本件不動産が夫の遺産であり、不動産の売
買が初めてで不安であること等を述べたものであ
り、その内容に特段不自然な点があるとはいい難い
こと。

②�自称Ａは、所有権移転登記を受けた ２ か月余り後に
登記識別情報を紛失したと説明したが、かかる事態
は頻繁にはないとしても、およそあり得ない事態と
までは言えないこと。

③�遺産分割協議書の相続開始日等の日付が誤っていた
としても、これに押印された印影は添付された印鑑
登録証明書と同一ないし酷似しており、印鑑登録証
明書自体にも不自然な点はなかったこと。

④�本件売買契約の代金額は多額であるにもかかわら
ず、現金一括払いであったものの、Ｙがこれを認識
したのは、契約締結の際であったこと。

⑤�自称Ａは、Ａの年齢より若い風貌であったとのこと

だが、外見は個人差があるうえ、売買契約に立会っ
た者の中に、自称Ａの本人性に疑念を述べた者はい
なかったこと。

⑷　以上によれば、Ｙにおいて、本人確認情報を作成
する際に相応な調査・確認を行っていると認められ、
原判決中Ｙ敗訴部分を取り消した上、Ｘの請求を棄却
することとする。

３ 　まとめ

　本控訴審では、Ｙが行った本人確認方法の手順等を
検討した結果、Ｙには売主成りすましを疑う特段の事
情はなかったとして、原審の判断が変更されたもので
ある。その後、本判決を不服としたＸは最高裁に上告
したが、棄却されている。
　司法書士が本人確認等を行う場合の注意義務の程度
について示された判例として、「司法書士は、登記義
務者の代理人と称する者の依頼を受け所有権移転の登
記申請をするにあたり、依頼者の代理権の存在を疑う
に足りる事情がある場合には、登記義務者本人につい
て代理兼授与の有無を確かめ、不正な登記がされるこ
とがないように注意を払う義務がある。」（最三判　昭
50・11・28　集民116-557）がある。また、「登記確認
情報の作成にあたり売主の成りすましを疑う事情はな
かったとして、司法書士の注意義務違反を否定した
事例」として、東京地判　平27・11・10（判例時報
2308-90）などが見られる。
　昨今、精巧に偽造された本人確認書類等による地面
師事件が見られるが、本人確認情報を提供する司法書
士等は、成りすましを疑う特段の事情がなければ、よ
り詳細な本人確認作業を行う義務までは負わないとさ
れることから、取引に司法書士・弁護士等が関与する
場合であっても、本人確認について当事者及び媒介業
者が自身の責任で十分に注意を払ったうえで、取引を
進める必要があると言えよう。
� （調査研究部調査役）

� 一般財団法人　不動産適正取引推進機構「RETIO」より
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賃貸人Ａ 賃借人Ｂ

賃貸借 トラブル事例と対処法   2

ほがらか不動産相談所

　今回は、家賃を払えなくなってしまった場合に、賃借人
は賃貸人からどのような対応をされるかについて考えてみ
たいと思います。
　それでは、弁護士の N と、管理会社勤務の OL の Q 子
の対話が始まります。

１　賃借人の賃料支払義務
Q 子（以下「Q」）：先生、今回は、「家賃の滞納」がテー

マのようですが、これは、賃貸人にとっても、賃借人
にとっても切実な問題ですね。

N 弁護士（以下「N」）：家賃の滞納というと、賃貸人側か
らみてどのように対応するかという視点での説明が多
いと思いますが、今回は、賃借人視点で説明したいと
思います。

Q：では、「家賃の滞納」について、そもそものところを
教えてください。

N：分かりました。アパートに入居する際には、賃貸借契
約を締結します。これによって、賃貸人はそのアパー
トの部屋に賃借人が住むことを許さなければなりませ
んし、たとえば、雨漏りなどがあれば修理して住める
状態を維持しなくてはなりません。

Q：賃借人の方はどうですか。

N：賃借人は、その部屋に住む対価として、賃料つまり家
賃を賃貸人に支払う義務を負います。この賃料を支払
う義務を果たさない、賃料支払債務の不履行が「家賃
滞納」ということになります。

２　賃料が払えなかったときは……
Q：家賃滞納は、賃料支払債務の不履行ということですが、

そうなると、賃借人はどうなってしまうのでしょうか。
N：一般的に、債務不履行の場合には、その債務の履行請

求、損害賠償請求、そして解除がされます。賃料債務
の不履行の場合ですと、未払家賃の支払い請求（債務
の履行請求）や賃貸借契約の解除がされます。

Q：未払い賃料の支払いを求められたり、部屋を使う対価
が払えない以上契約を解除されたりするのですね。と
ころで、未払いの請求をされるのにとどまるのか、解
除をされて退去まで求められるかは、賃借人にとって
重大な問題と思いますが……。

N：賃貸人の立場に立ってもらうと分かると思うのですが、
家賃滞納だけが問題であるならば、未払い分を支払っ
てもらい、賃貸借契約を継続してもらう方が賃貸人に
とっては得です。退去してもらって、新しい入居者が
もっと高い家賃で借りてくれるなら別ですが、そのよ

弁護士法人中村綜合法律事務所　弁護士　中村 雅男ほがらか信託株式会社　代表取締役

家賃の滞納の対応

Bは、A所有のアパートの１室を借りて住んでおり、月額５万円の家賃を毎月期日までに支払っ
てきた。次のそれぞれの場合に、Bは、Aからどのような対応をされることになるか。

（１）Bは、今月の家賃が払えなくなってしまった。原因は、Bが友人の借金返済を肩代わりした
ため、家賃に回せなくなってしまったことであった。

（２）Bは、今月の家賃が払えなくなってしまった。原因は、Bが失業したことであり、再就職先
が来月までに決まる見込みはない

（３）Bは、上記（１）の後、さらに２か月分の家賃も払えなかった。
（４）Bは、Aから退去するように求められたが、これに応じず、アパートに居座っている。
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５　任意に退去しない場合はどうなる？
Q：いよいよ賃貸借契約が解除されてしまったとします。

賃借人はすぐに退去しなければなりませんよね？
N：冒頭で、賃貸借契約を締結することにより、“賃貸人

はそのアパートの部屋に賃借人が住むことを許さなけ
ればなりません”と言いました。これを賃借人から見
ますと、賃貸借契約があるからこそその部屋に住むこ
とができる、解除されてしまうと、その部屋に居る根
拠がなくなってしまうということになります。

Q：そうすると、賃借人は部屋から荷物を出して出ていか
なければなりませんね。

N：そのとおりです。
Q：それでは、賃借人が賃貸人から言われるままに出てい

かなかった場合にはどうなるのでしょうか？強制的に
追い出されるのでしょうか？

N：解除されたといっても、賃貸人が法律上の手続きを踏
まずに、賃貸人を追い出すことはできません。

Q：具体的には、どのような手続きなのでしょうか？
N：まず、賃貸人が裁判所に対して訴えを起こすことにな

ります。建物明渡請求訴訟といいます。訴えを受理し
た裁判所から賃借人に対して訴状や呼び出し状が郵送
されます。

Q：もし、呼び出しに応じず裁判所に行かなかった場合は
どうなりますか？

N：何も反論する書面を出さずに欠席すると、欠席裁判と
いって、賃貸人側の主張は正しいとして賃借人は建物
を明け渡せとの判決がなされることになります。

Q：その判決がなされれば、賃借人は出ていくことになる
のですね。

N：さすがに裁判所からの結論が出れば、出ていく賃借人
が多いかと思いますが、この判決が出たというだけで
強制的に賃借人が退去させられることにはなりません。

Q：退去することになるまでは遠いですね。
N：賃貸人は、先ほどの明渡を命じる判決をもって強制執

行手続きをしなければなりません。具体的には、執行
文という確認文書を裁判所でもらって、執行官に実力
で賃借人の荷物の運び出し等をしてもらうことになり
ます。

Q：居続けようと思えば、かなり長く居座り続けられるよ
うに思いますが……。

N：自力救済が禁止されていますので、賃借人が任意に出
ていかないと、このような時間と手間がかかる手続き
になりますが、その間、不法占拠になっている（元）
賃借人は、日々増える、賃料相当額の損害賠償義務を
負うことになります。賃貸人・賃借人双方にとって利
益になりませんので、速やかな解除と退去が望ましい
と思います。

Q：どうもありがとうございました。
N：こちらこそありがとうございました。

うなことはほとんどないでしょう。そこで、賃貸人
としては、どうして家賃を支払うことができないのか、
その原因を賃借人に確認することになります。

Q：その原因次第で、賃貸人が契約を継続しようと思うか、
解除して終わらせようと思うかが決まるのですね。

N：当然、それ以外に賃借人との人間関係やこれまでのト
ラブルの有無や程度などもあるでしょうが、新しい入
居者を見つけるのが大変であればあるほど、契約の継
続を望むでしょうから、次回以降はきちんと支払って
くれるだろうと賃貸人が納得できるような原因である
必要があります。

Q：そういった観点で、設例を見てみると、同じ滞納でも
（１）では友人の借金の肩代わり、（２）では失業で再
就職困難と、来月の家賃支払いの確実性には差がある
ように思います。

N：そうですね、友人の借金の肩代わりがたまたま生じた
もので今後は無いというのであれば、来月の支払いは
見込めそうですね。一方、失業して再就職が難しいと
なると、来月の支払いも危うそうです。

Q：そうですね。来月の支払いも難しそうとなると、賃貸
人としては解除を検討するでしょうね。

３　賃料不払いで即解除されるのか
Q：それでは、先生、賃料不払いがあって、来月の支払い

も難しそうであれば、直ちに賃貸借契約を解除される
ことになるのでしょうか？

N：結論から言いますと、１か月不払いがあったくらいで
直ちに契約を解除されることはありません。

Q：え？債務不履行があれば解除することができると先ほ
どお聞きしましたが！？

N：賃貸借契約の場合は、簡単に解除されてしまうとそこ
に住んだり営業したりしている賃借人の生活を脅かす
ことになってしまうため、両者の信頼関係が破壊され
たといえる程度の契約違反がないと解除することがで
きないと判例上されているのです。

Q：それでは、どの程度の滞納があれば、信頼関係が破壊
されたといえる程度となってしまうのでしょうか？

N：一応の目安として、３か月分の家賃を滞納してしまう
と、信頼関係が破壊されたと判断されると考えてよい
でしょう。

４　立ち退き料はもらえるか
Q：ところで、賃貸借契約が解除されたとして、退去を求

められた際に、賃借人は立ち退き料をもらうことはで
きるでしょうか？

N：家賃滞納というのは、冒頭で確認した通り賃借人によ
る賃料支払債務の不履行です。この不履行を原因とす
る解除によりその部屋に住む権利を失ったのですから、
立ち退き料を求めることはできません。

Q：不払いしておいて、お金がもらえるなんてことはあり
得ませんね。
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早川町の紹介
　早川町は山梨県の南西端に位置し、長野県や静岡
県の県境に接しており、北部を南アルプス（赤石山
脈）、東部を櫛形山系、南部を身延山地に囲まれた
山間地帯になります。総面積は369.96㎢で、そ
の内約９６％が山林で、まわりを間ノ岳、農鳥岳の
3,000m級の山や笹山、笊ヶ岳など2,000m級の
山々に囲まれ自然豊かな町です。
　身延山と七面山を繋ぐ講中宿であった赤沢宿や七
面山の登山口があり、法華経信仰とも深い関りがあ
る信仰と歴史の町でもあります。
　自然人口が日本で一番少ない「町」であり、「日本
で最も美しい村連合」の一つになっています。

早川町

　聖地身延山と霊場七面山を結ぶ身延往還の宿として栄えた赤沢宿。
最盛期には1日1,000人が往来した宿場町。現在では宿の営業は一
軒のみですが、今なお当時の様子を残しています。
　平成5年には国の重要伝統的
建造物群保存地区に選ばれまし
た。現在ではかつての旅籠を姿
はそのままに、ゲストハウスや
休憩所としてます。
所在地■早川町赤沢地内（見学
自由：住宅地なので、ご配慮を
お願いします）

観光スポット 赤沢宿

　南アルプスの大いなる自然に抱かれた早川町。早川町の恵まれた自然
「白鳳の山葡萄ワイン」は、早川町産の山・ソーヴィニオンを使って作り
上げたワインです。野趣に満ちてコクのあるこだわりの味を実現させまし
た。ラベルの「VIN DE LA VIGNE SAUVEGE」はフランス語で山葡萄
ワインのこと。早川の人々は親しみを込めて「恋紫」と呼んでいます。
　そのほかにもワインを使ったゼリーも販売しています。
問合せ先■南アルプスふるさと活性化財団　電話　0556-45-2507

特産物②　山葡萄ワイン

　早川町最北の集落「奈良田」にある複合施設「奈良田の里」。温泉
「女帝の湯」では、南アルプスの大自然をのぞみながら、天然かけ
流しのつるつる・とろとろの美肌の湯をご堪能できます。併設され
ている食堂「こんぼうす」（奈良田の方言で食いしん坊）では、ほう
とうや地元産の食材を使った料理が楽しめます。
　近くには、古民家を改装したカフェ「鍵屋」や山岳写真館、歴史
民俗資料館があります。
所 在 地■早川町奈良田486
営業時間■
通年　　　　 午前9時～午後6時30分
12月～3月　午前9時～午後5時30分
※受付は閉館時間の30分前まで

観光施設②　奈良田の里
　早川町雨畑で採取できる「雨畑真石」を掘って作った硯（す
ずり）です。一説には700年以上の歴史を持ち、徳川幕府に
も献上された事をきっかけに質の良さを認められました。雨
畑硯は濃淡や光沢に優れており、今も多くの書家に愛用され
ています。
　また雨畑真石は、遠赤外線放射率平均約９０％という特徴が
あり、「雨畑ブラックシリカ」としてブレスレットなどを販売
しています。
問合せ先■硯匠庵　電話　0556-45-2210

特産品① 雨畑硯

　平成30年4月にリニューアルオープン。早川町の玄関口と
して、観光案内所と「早川舎」を併設しています。観光案内所
では、早川町の観光施設や観光スポットなどを紹介していま
す。早川舎では、町の特産品・農作物の販売、食事・休憩がで
きます。
所 在 地■早川町高住650-1
営業時間■午前9時～午後５時
問合せ先■0556-45-2600

観光施設① 南アルプスプラザ

人口●1,074人
世帯●624世帯
面積●369.96㎢
平成３０年10月1日現在

取材協力：早川町役場 振興課

南アルプスプラザ
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地方公共団体（市町村）が空き家の有効活用を
通じて、人口増のための定住・移住促進及び地
域の活性化を図るため立ち上げた制度です。
（公社）山梨県宅地建物取引業協会では、土地
及び土地建物の売買・賃貸借契約などの媒介業
務に関する部分について、安全・安心な宅地建
物取引を提供するため協力をしています。

※�市町村により、売主（貸主）と買主（借主）が直接
契約交渉する方法「直接型」があるので、詳しくは、
各市町村にお問い合わせください。

現在、当協会が空き家バンクに関する協定を締結してい
る市町村は１9市町村あります。
　※当協会と協定をせず、空き家バンクを実施している市町村は含
まれていません。

○甲府市	 ○富士吉田市	 ○都留市	 ○山梨市	
○大月市	 ○韮崎市	 ○南アルプス市	 ○北杜市	
○甲斐市	 ○笛吹市	 ○上野原市	 ○甲州市	
○中央市	 ○市川三郷町	 ○身延町	 ○南部町	
○富士川町	 ○道志村	 ○丹波山村	

甲府市と富士川町においては、空き家バンクの他、空き店舗
等を扱う、「甲府市まちなか不動産バンク」「富士川町空き店
舗バンク」も実施しています。

山梨県宅建協会のホーム
ページには、各市町村
の空き家バンクページ
へのリンクがあります。
（http://yamanashi-
takken.or.jp/inaka/）

※市町村によって、異なる場合があります。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
※媒介業務を宅建協会員に依頼する「間接型」の場合になります。

空き
空き家の活用
田舎暮らしでバンク しませんか？家

1 　そもそも空き家バンクって？

2 　�空き家バンクを実施する市町村は？
北杜市

韮崎市

南アルプス市

富士川町

早川町

身延町

市川三郷町

中央市中央市

昭和町昭和町

甲
斐
市 甲府市

笛吹市

山梨市

甲州市

丹波山村

小菅村

大月市 上野原市

道志村

都留市西桂町西桂町

忍野村忍野村

山中湖村富士吉田市

富士河口湖町

鳴沢村

南部町

     

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
公
開 

空
き
家
の

利
用
希
望
者

買
い
た
い

借
り
た
い

空
き
家
を

売
り
た
い

貸
し
た
い

空
き
家
を

空
き
家
の

所
有
者

市
町
村

山梨県宅建協会 
（宅建協会員が仲介等を行います）※ 

売買・賃貸借契約 締結 

 

募 集 

申し込み 

現地調査・登録 

利用申し込み 

（利用）登録 

各種問合せ 

見学・相談等 

協 定    

空き家バンクに
登録しよう！

売りたい！
貸したい！

空き家バンクを
利用しよう！

買いたい！
借りたい！

①登録したい物件が所在する市町村に連絡
　・物件登録申込書等の提出
　
②市町村職員と宅建協会員（宅建業者）
　による物件確認

③審査・登録
　・�登録できる物件であれば、市町村から所有

者に登録完了書を通知し、空き家バンクに
物件を登録。

④インターネット等による情報発信
　・物件情報を市町村ホームページで公開。

①�市町村ホームページ等で空き家バ
ンク登録物件の検索

②�利用したい物件が所在する市町村
に連絡

　・利用登録申込書等の提出
　
③希望する物件の見学
　・�宅建協会員（宅建業者）と見学する

日程を調整。

④契約
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既存住宅の調査（インスペクション）費用を助成します！
※ 先着50件 

 

当協会では、中古住宅の流通促進と空き家の発生抑制に資するため、中古住宅の売買時に実施す
る既存住宅状況調査を受ける者に対し、山梨県からの補助を受け、調査費用の１／２（上限５万円）
を助成しております。※ 助成対象要件であった空き家バンク登録が不要となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

申請できる方 既存住宅状況調査を実施した売主又は買主 

助成対象となる
既存住宅 

既存住宅状況調査技術者による既存住宅状況調査を実施したもののうち、次のい
ずれにも該当するもの（ただし、既存住宅の所有者は個人に限る） 
１．山梨県内に所在する既存の住宅 
２．居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの

〈店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの〉を
含む） 

助成対象となる
調査 

既存住宅状況調査（毎年度５月上旬以降（※）に行ったもの） 
（既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入
を防止する部分として、宅地建物取引業法施行規則第１５条の７各項に規定する
ものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準によるもの） 

調査を実施する
人 

既存住宅状況調査技術者 
（経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として、
宅地建物取引業法施行規則第１５条の８第１項に規定する者） 

助成金の額 調査費用の１/２（上限５万円） 

予定戸数 毎年度 50 戸（※） 

申請・報告期間 毎年度５月上旬（※）～翌年度３月上旬（ただし、予定戸数に達した時点で終了）

 

助成制度の概要 

●既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、
計測等により調査するものです。 

●既存住宅状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士（既存住宅状
況調査技術者）が実施します。 

インスペクションとは 

・売買する住宅の状態を明らかにして提供
できる 

・売買後のトラブルを未然に防止できる 

売主・仲介業者のメリット 

・事前に住宅の状態などを把握できる 
・購入前にメンテナンスの見通しが立てられる
・有資格者の客観的な調査のため安心できる 

買主のメリット 

※平成32年度までを予定。

既存住宅の調査（インスペクション）費用を助成します！　※先着50件
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参加費無料‼　宅建開業支援セミナー＆個別相談会！

公益社団法人
山梨県宅地建物取引業協会　　
事務局 開業支援セミナー担当
〒400-0853　甲府市下小河原町237- 5
　山梨県不動産会館
　電話：055-243-4300
　Fax：055-243-4301
　URL：http://yamanashi-takken.or.jp

【問合せ先】

宅建協会
だより

お知らせ

「宅建業を開業したい！」 「宅建業に興味がある！」
でも、「何から始めれば良いか分からない･･･」 「開業には不安がある･･･」

様々なお悩みがあるのではないでしょうか？

　そんな皆様のために、（公社）山梨県宅地建物取引業協会では、宅建開業支援セミナーを開催しております。山梨県内の
不動産業者の約85％が加盟している、ハトのマークの宅建協会が開業までの流れや、本会で行っている業務支援の内容に
ついてご案内させて頂きます。
　また、個別相談会も実施しております。現役の宅建業者に業界を取り巻く環境や体験談を聞いたり、開業や実務に関する
不安や疑問点などを相談したりする絶好のチャンスです！
　宅建業に興味のある方、独立を考えている方など多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【開催日】
　平成30年	 12月12日（水）
　平成31年	 1 月12日（土）　 2 月13日（水）　 3 月 9 日（土）
【時間】午後 １時30分～
【場所】山梨県不動産会館 ３階会議室 （甲府市下小河原町２３７- ５ ）
【内容】・開業までの流れ　・宅建協会とは　・個別相談会
【申込】予約制　お電話（055-243-4300）でお申込みください。

※受講者には山梨県へ提出する免許申請書類をお渡ししております。
　詳細につきましては右記お問い合わせ先までよろしくお願い致します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 
〒400-0853 甲府市下小河原町 237-5（山梨県不動産会館） 

電話 055-243-4300  ホームページ http://yamanashi-takken.or.jp/ 

＜インスペクションの流れ＞
調査者 ⇔ 申請者（売主・買主） 

＜申請手続き＞ 
申請者（売主・買主） ⇔ 申込窓口

【注意】 
※ 調査を実施する前に、必ず助成要綱をご確認ください。 
※ 交付申請には次の書類が必要です。 

①交付申請書兼実績報告書（様式第１号）、②口座振替申込書、③調査報告書の写し、④調査費領収書の
写し、⑤調査した者の既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の写し、⑥その他必要とされる書類 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３

調査と申請手続きの流れ 

申
込
窓
口
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宅建協会
だより

お願い

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■
・記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

二百万円以下の金額 百分の五・四

二百万円を超え
四百万円以下の金額

百分の四・三二

四百万円を超える金額 百分の三・二四

◆報酬額表【最新版の掲示】

平成２６年４月１日から上限額の変更がさ
れています。最新の上限額は以下のとおりで
す。必ず最新の報酬額表を掲示してください。

■ 最新の報酬額 ■

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△-□-××
055 ×××-△△△

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■
・記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

二百万円以下の金額 百分の五・四

二百万円を超え
四百万円以下の金額

百分の四・三二

四百万円を超える金額 百分の三・二四

◆報酬額表【最新版の掲示】

平成２６年４月１日から上限額の変更がさ
れています。最新の上限額は以下のとおりで
す。必ず最新の報酬額表を掲示してください。

■ 最新の報酬額 ■

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△-□-××
055 ×××-△△△

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■

◆報酬額表【最新版の掲示】

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買
等に関して受けることができる報酬の額を定
めた告示が改正され、平成３０年１月１日より
施行されています。
最新の報酬額表は、最終改正「平成29年

12月8日 国土交通省告示第1155号」となっ
ております。
必ず最新の報酬額表を掲示してください。

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△‐□‐××
055 ×××‐△△△

※平成３０年１月１日より改正されています

・�記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・�専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。
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宅建協会
だより

お願い
宅建業者免許の 更新忘れ に ご注意  ください！！

　更新手続きを忘れ、免許失効となった場合、新規に免許を申請することとなります。本会にも再入会となり、入会金
等が必要になる場合がございますので、必ず期間内に手続きを行って下さい。

 ■更新手続きが出来る期間 
　免許有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間　※免許失効防止の為、更新手続きはお早めに！
 ■免許更新書類について 
　本会において免許申請書を無料配布しています。
　又は、協会ホームページからダウンロード（Ｗｏｒｄ / ＰＤＦ）したものをお使いください。
 ■更新書類提出先 

（提出先）　　　　　　　　　（主たる事務所所在地）
○中北建設事務所……………甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
○富士・東部建設事務所……富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
○峡南建設事務所……………西八代郡、南巨摩郡
○峡東建設事務所……………山梨市、笛吹市、甲州市

宅建業者免許の有効期間を確認しましょう！

宅地建物取引業を営むとは
（1）宅地建物取引業免許
（2）供託	 ①宅地建物取引業保証協会へ加入
	 ②最寄りの供託所（法務局）に供託

 会員でなくなると、営業要件が欠けるため、再供託が必要となります。

※６月初旬　納付依頼送付
　11月初旬　督促送付
　翌年　６月初旬　納付依頼・督促送付

会費納付書、督促書、弁明の機会の通知書が不達の場
合、会員状況の調査を行い、免許権者と行政処分の協
議及び全宅保証協会とも協議を行います。

重要！ 会費未納は、会員資格の喪失になります！！

①　会費納付期限に会費未納

②　会費納付督促書の発送

　③　会費納付督促書兼
　　　弁明の機会の通知発送
　　　（配達証明付内容証明郵便）

④　弁命書提出若しくは無回答

⑥　会長・手続書類確認

⑦　退会事務処理

⑤　資格喪失手続書類提出
（総務財務委員長→会長）

注意！
資格の喪失＝
協会、保証協会の会員で
なくなること。

資
格
喪
失
手
続
き
手
順

平成30年度　会費納入のお願い
　会員の皆様におかれましては、平素、本会の会務運営に際し、格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。
　本会は、業務に関連する有用な研修会やセミナーの開催、また、ホームページや広報誌を通した情報提供を行うと共に、不動
産無料相談所の開催などの公益事業を通じて社会的な貢献に努めて参ります。
　本会は、会員皆様の会費を財源に活動しております。皆様方の会費納入をよろしくお願い致します。

（公社）山梨県宅地建物取引業協会　　年会費　５４，０００円 　（公社）全国宅地建物取引業保証協会　年会費　　６，０００円
※会費請求は、４月１日現在の会員に対して行われますが、原則として変更届・廃業届ともに協会への提出日が基準となります。

※�（公社）山梨県宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会ともに、会費の支払いを納期の翌日から１年以上履行
しなかったときは、会員資格を喪失すると定款、施行規則にて、規定されています。
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　平成３０年１０月 １ 日より実施となっています。

　「物件図面検索機能」及び「成約図面検索機能」に単価、件数基準値が設定されます（【売買】【賃貸】共通）。
　なお、改定箇所は下記表の太枠部分となります。

（１）メインメニュー →「前日までの利用料」または「利
用料支払履歴照会」を選択してください。

（２）下記の利用料支払履歴一覧により利用状況が確認可能
です。

　「レインズ利用に伴う課金対象件数のカウントについて（改訂対象機能）」
　（https://system.reins.jp/common/20180928count.pdf）をご参照ください。

　公益財団法人東日本不動産流通機構　連絡先：０３－５２９６－９３５０
　営業時間： ９ 時半～１７時半（平日のみ）

Ｑ１．改正実施日時は。

Ｑ２．課金制度（運用ルール・基準）改定の内容は。

課金対象機能 
現行 改定後 

摘要単価
（円）

件数基準値
（月間）

単価
（円）

件数基準値
（月間）

物件条件検索 5 3,000回 5 3,000回 物件の検索 1 回（最大500物件表示）に
つき 

物件詳細検索 5 3,000件 5 3,000件 物件の詳細表示 １ 件につき 

成約条件検索 5 300回 5 300回 成約物件の検索 １ 回（最大500物件表示）
につき 

成約詳細検索 5 300件 5 300件 成約物件の詳細表示 １ 件につき 
成約登録 －30 － －30 － 物件の成約登録 １ 件につき 
図面登録 －30 － －30 － 図面の登録 １ 件につき（初回登録時のみ） 
物件図面検索 0 － 5 3,000件 物件の図面検索 １ 件につき 
成約図面検索 0 － 5 300件 成約物件の図面検索 １ 件につき 
日報検索 0 0 ― 
CSVダウンロード 0 0 ― 

※日報検索、ＣＳＶダウンロードの利用料は０円となります。 
※上記各基準については、機構理事会の決議により変更される場合があります。

Ｑ３．物件図面検索機能及び成約図面検索機能 利用状況確認方法は。

Ｑ４．「物件図面検索機能」及び「成約図面検索機能」件数カウント方法は。

Ｑ５．課金制度に関する問合せ先は。

　◆しっかりチェック！レインズルール

～レインズ利用料回収業務委託業者変更について～

レ イ ン ズ Ｆ ＆ Ｑ

　標記につきまして、平成２８年４月１日より実施させていただいております課金制度（運用ルール・基準）の一部改訂について、平

成３０年３月１９日よりレインズＩＰ型ホームページ上にお知らせが掲載されておりますが、下記にて改めてお知らせ致します。
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お知らせ

　消費者支援業務委員会では、不動産会館3階会議室において、一般消費者並びに当協会員を対象に各種消費者セミナー
を開催しました。開催日時等については、山梨日日新聞（税金セミナーのみ）、協会ホームページ並びに広報誌等を通
じて広く周知し、参加募集を行いました。

 ○全宅住宅ローン「フラット３５」セミナー 
　開催日時：平成３０年 ８ 月３０日（木）午後 １ 時３０分～
　講　　師：全宅住宅ローン㈱　野田秀人　氏
　出 席 者：１９名

　フラット３５の現状や利用のメリット、フラット３５子育て支
援型・地域活性化型の商品等について説明がなされた後、融資が実行されるまでの手続きの流れについて解説されまし
た。質疑応答では、事前審査申込書においてアプラスローン利用希望の確認があるが、同申込書はアプラスの審査も兼
ねているのか等の質問がありました。

 ○税金セミナー 
　開催日時：平成３０年 ９ 月１２日（水）
　　　　　　　午前１０時００分～（甲府ブロック会員 対象）
　　　　　　　午後 １ 時３０分～（�富 士・ 東 部、 峡 北、 巨 摩、

峡東ブロック会員 対象）
　演　　題：�「困っていませんか？税理士が教える不動産の税

金対策」
　講　　師：東京シティ税理士事務所　村岡清樹　税理士
　出 席 者：73名

　平成３０年度税制改正の概要や相続対策の基本、空き家問題の解決・有効活用方途等について解説されました。質疑応
答では、空き家譲渡所得の３,０００万円特別控除の適用期間や青色申告特別控除を受ける際の提出書類について等多くの質
問がありました。

 ○不動産広告セミナー 
　開催日時：平成３０年１０月２５日（木）午後 １ 時３０分～
　講　　師：�（公社）首都圏不動産公正取引協議会　
　　　　　　事務局 安田茂雄 参事
　出 席 者：１６名

　公正競争規約の概要や不当表示に該当する違反広告事例、
規約違反事業者への対応等について解説されました。また、
近年、インターネット広告における違反が増加しており、契
約済み物件が継続して掲載されていることが特に多い為、広告の掲載状況等については用心して欲しいと注意を促され
ました。

　人材育成流通委員会では、優良な事業者の拡大による安心・安全な宅地建物取引の促進を通じ、消費者利益の保護に
寄与することを目的として、宅地建物取引業者研修会の開催を予定しております。
　協会員以外の宅地建物取引業者の方からも参加申込みを受付けておりますので、多くの方々のご参加をお待ちしてお
ります。
●日　時：平成３１年 １ 月２５日（金）　１３時３０分 開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３時００分より受付）
●場　所：会館 ３ 階 会議室

●演　題：「ＩＴを活用した重要事項説明（仮題）」
●講　師：涼風法律事務所　熊谷 則一 弁護士
●受講料：無料

各種消費者セミナー　開催報告

宅地建物取引業者研修会　開催のお知らせ

消費者支援業務委員会 所管

人材育成流通委員会 所管

消費者支援業務委員長　新谷　繁
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宅地建物取引士資格試験　実施状況報告

　平成３０年度 宅地建物取引士資格試験について、１０月２１日（日）山梨学院大学で実施しましたのでご報告致します。
　山梨県に於ける今年度の申込者は1,１４９名、うち受験者数は９３４名であり受験率は８１.3％となりました。
　全国に於ける受験者数の総計は２１万3,９１４名、うち一般受験者１６万3,４９７名、登録講習修了者（ ５ 問免除） ５ 万0,４１７名
となっております。（いずれも速報値）
　山梨県に於ける受験者数等の詳細は、以下の通りとなりますのでご参照ください。
　なお、今年度の合格発表は１２月 ５ 日（水）となっております。

全　　　体 一　　　般 登録講習修了者

申込者 受験者 受験率 申込者 受験者 受験率 申込者 受験者 受験率

1,149 934 81.3 1,021 815 79.8 128 119 93.0

「全宅連安心Ｒ住宅」制度説明会 開催報告

　中古住宅流通活性化特別委員会では、平成３０年１１月 １ 日(木)午後 １ 時３０分よ
り山梨県不動産会館 ３ 階 会議室に於いて、協会員を対象に１０月 １ 日より事業
開始となっている「全宅連安心Ｒ住宅事業」の制度概要について説明会を開
催致しました。
　当日は、（公社）全国宅地建物取引業協会連合会 事務局 岩本和之 課長補佐
を講師に迎え、詳細に制度の概
要について解説がなされました。

　併せて、全宅連が作成した標章（安心Ｒ住宅）使用に関する研修動画を放
映し、質疑応答では、特定構成員への登録料金のほか、物件のある現場で標
章の使用は良いのか、店舗併用住宅の取扱いはどうなるのか、など多数の質
問がありました。
　なお、当日の出席状況は18会員21名となりましたことをご報告致します。

中古住宅流通活性化特別委員長　古屋　秀樹

中古住宅流通活性化特別委員所管

宅建親睦ゴルフ大会 開催報告
　平成30年11月 8 日（木）、境川カントリー倶楽部にて「第37回宅建親睦ゴルフ
大会」が開催されました。自然豊かな境川の地に囲まれたコースで、甲府盆地
が一望できる壮大な景色を目の前に、参加会員10組37名による白熱した試合が
繰り広げられました。
　本年度の優勝者は、甲府ブロック　㈲ニューライフサービス　大森雄一 氏で
した。ゲーム終了後の表彰式及び懇親会では、それぞれのプレーを振り返り歓
談し、食事を楽しみながら、会員相互の親睦を深めました。ご参加頂いた皆様
お疲れ様でした。成績は、以下のとおりとなります。
　また、今年度もチャリティーホールが設けられ、30,000円の寄付が集まりまし
た。全額、山梨放送24時間テレビに募金させていただきます。

優勝：大森雄一氏（写真上）

優　勝 甲府ブロック ㈲ニューライフサービス 大森　雄一 
準優勝 甲府ブロック ランド・メーション 衣川　常弘
３　位 甲府ブロック ㈱ ＬＩＦＥ　Ｄｅｓｉｇｎ 室田　雅樹
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会長あいさつ

　平成３０年 ９ 月より、公益社団法人山梨県宅地建物取引業
協会の会長に就任することになりました。創立５０周年を迎
えた歴史と伝統のある組織の会長として、微力ではありま
すが、全力で取り組む所存ですので、どうぞよろしくお願
いいたします。
　これから私ども役員一同は、当協会の原点に返り、将来を
見据えた健全な会務運営、後進の育成、消費者・行政・地
域社会との連携等、腹を据えて協会の運営をして参ります。

◎会員のための風通しの良い協会を目指す
　公益社団法人に移行して ５ 年経ちますが、当協会の原点
に立つとともに諸規定の見直し等を行い、消費者並びに地
域社会の為、そして会員の為の会務が円滑に行える風通し
の良い協会を目指して参ります。

◎後進の育成
　これからは若い世代の新しい発想のもと、会務運営をし
ていかなければ、時代に取り残されてしまいます。若い役
員からの意見を多く取り入れ、硬直化した組織ではなく、
明るい未来を語れるような活力のある協会運営をして参り
ます。

◎会員数の拡大
　現在、県内宅建業者の約 ８ 割が当協会に入会しておりま
すが、さらなる協会規模の拡大を図るため、新規開業者を
支援する「開業支援セミナー」の開催等、引き続き新規会
員の獲得に努めて参ります。

◎行政及び地域社会との連携強化
　〇建物状況調査（インスペクション）費用の助成制度

　平成３０年 ４ 月から宅地建物取引業法の一部が改正さ
れ、宅建業者に建物状況調査（インスペクション）に関
する説明等が義務付けられました。
　改正に伴い、当協会では、県の補助を受け、建物状況
調査実施者に対し調査費用の半額（上限 ５ 万円）を助成
する事業を実施しております。消費者が安心して既存住
宅を購入することができるよう、当助成制度を積極的に
周知し、県内の既存住宅流通の促進を図って参ります。

　〇空き家バンク事業
　空き家バンク事業につきましては、平成１７年に協定を
締結した山梨市をはじめ、現在１９市町村と協定を締結
し、行政と連携を図るなかで空き家の解消を図っており
ます。中でも、当協会が年に １ 度開催する「空き家バン
ク事業に関する意見交換会」は、市町村担当職員と協会
の事務取扱責任者が一堂に会する貴重な会議であり、大
変好評を頂いております。引き続き行政との連携を深め、
空き家バンク事業の活性化を図り地域貢献に努めて参り
ます。

　〇オール山梨　空き家セミナー＆無料相談会
　今年度は山梨県からの業務委託を受け、当協会が事務
局となり『オール山梨　空き家セミナー＆無料相談会』
を県内 ４ 箇所で開催いたしました。様々な専門家団体が
一堂に会した決め細やかなワンストップ相談会は県内初
めての取組みとなりました。今後も行政主催の事業には
積極的に協力して参ります。

　〇山梨県居住支援協議会
　当協会が事務局である山梨県居住支援協議会では、地
方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体が連携を図
りながら「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促
進に関する法律」に基づき、「住宅確保要配慮者」の民間
賃貸住宅への円滑な入居を促進するための事業を展開し
ております。
　有事の際に備え開始された「災害時のための民間賃貸
住宅借上げの事前登録制度」は全国に先駆けた活動とし
て注目されております。

　〇宅建協力会
　各市町村においては、会員の皆様が地域の特性を生か
しながら行政との連携を深め、「不動産無料相談」や「空
き家バンク事業」等を実施しております。さらに深化し
て「宅建協力会」が設立されている市町村においては、
より一層の地域活性化が図られております。
　将来的には、各地域に「宅建協力会」が設立され、県
内全域で地域に根付いた貢献事業を行えるよう体制作り
に努めます。

◎安心Ｒ住宅の利用促進
　中古住宅流通活性化の事業として、国土交通省の特定既
存住宅情報提供事業者団体登録制度『安心Ｒ住宅』に全宅
連が登録団体になりました。この事業を広く周知するとと
もに特定構成員の登録を推進し、会員が積極的に活用でき
るようサポートして参ります。

◎山梨県宅地建物取引業協会の将来像
　山梨県 不動産業界最大の団体として、会員、消費者、行
政、地域社会の為に、全宅連等の上部団体及び先進協会に
おける活動等の研究を行い、当協会のアイデンティティー
を生かしながら、どのような活動をすべきか検討・協議し
て参ります。

　これから、１０％への消費増税や１２０年ぶりの民法改正等、
不動産業界には大きな波が押し寄せつつあります。
　当協会は会員皆様のご協力をいただきながら、会員・消
費者・地域社会に役立つ、明るく楽しい組織にして参りま
すので、なお一層のご支援をお願い申し上げ、就任のご挨
拶といたします。

会長　長田　満

会員に、地域社会に役立つ宅建協会を目指して
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会　長
長田　満

常務理事
新谷　繁

（峡北ブロック長）

副会長
田中玉男

常務理事
古屋英幸

（富士・東部ブロック長）

副会長
川口修時

常務理事
衣川常弘

専務理事
横内孝文

（巨摩ブロック長）

常務理事
古屋秀樹

理　事
青山秀人

（甲府ブロック長）

理　事
篠原伸治

理　事
廣瀬良太

監　事
七澤　勲

監　事
大村研二

（大村税理士事務所）

理　事
有泉豊子

理　事
瀧本兼一

理　事
望月康浩

理　事
石井啓喜

理　事
武井　毅

理　事
山縣　誠

理　事
片川　学

理　事
内藤正俊

理　事
若狭幸夫

（峡東ブロック長）

理　事
渡邉栄一

理　事
三枝康秀

理　事
廣瀬　修

監　事
荻野謙一

理
事
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

新
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平成30・31年度　協会・保証　委員会等の構成　（　）内は所属ブロック　

委員長（峡北）

新谷　　繁
副委員長（富士・東部）

瀧本　兼一
委員（甲府）

石井　啓喜
委員（甲府）

渡邉　栄一
委員（峡東）

望月　康浩
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

富士吉田市

長田　　満
丹波山村

山本　輝幸
道志村

小林　正道
中央市

田中　玉男
甲府市まちなか

廣瀬　　修
甲府市まちなか

青山　秀人
富士川町空き店舗

仙洞田　新

地域相談所
責任者
甲府市

青山　秀人
富士吉田市

古屋　英幸
南アルプス市

北村　公一
山梨市

三枝　照二
甲州市

望月　康浩
笛吹市

岡　美千也

総務財務委員会

委員長（甲府）

衣川　常弘
副委員長（甲府）

廣瀬　良太
委員（甲府）

内藤　正俊
委員（峡北）

篠原　伸治
委員（巨摩）

山縣　　誠
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

空き家バンク
事務取扱責任者

山梨市

三枝　照二
甲州市

山本　輝幸
南アルプス市

有泉　正志
北杜市

五味　正孝
韮崎市

德満　　晃
甲府市

衣川　常弘
南部町

仲亀　佳定
身延町

仲亀　佳定
大月市

中島　辰也
都留市

中野　　清
市川三郷町

青沼　克久
甲斐市

武井　　毅
上野原市

和田　博夫
富士川町

仙洞田　新
笛吹市

岡　美千也

人材育成
流通委員会

委員長（富士・東部）

古屋　英幸
副委員長（巨摩）

有泉　豊子
委員（甲府）

青山　秀人
委員（甲府）

片 川　　学
委員（甲府）

廣 瀬　　修
委員（富士・東部）

三枝　康秀
委員（巨摩）

武井　　毅
委員（峡東）

若狭　幸夫
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

甲府市まちなかバンク
事務取扱責任者

甲府市

廣瀬　　修
甲府市

青山　秀人

中古住宅流通活
性化特別委員会

委員長（峡東）

古屋　秀樹
副委員長（峡北）

篠原　伸治
委員（甲府）

葊瀬　良太
委員（巨摩）

有泉　豊子
委員（峡東）

望月　康浩
委員（峡東）

若 狭 幸 夫
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

入会審査会

委員長（巨摩）

田中　玉男
副委員長（甲府）

川口　修時
委員（巨摩）

横内　孝文
委員（峡北）

新谷　　繁
委員（富士・東部）

古屋　英幸
委員（甲府）

衣川　常弘
委員（峡東）

古屋　秀樹
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満

苦情解決業務担当委員会
求償業務委員会

委員長（甲府）

川口　修時
副委員長（巨摩）

田中　玉男
委員（巨摩）

横内　孝文
委員（峡北）

新谷　　繁
委員（富士・東部）

古屋　英幸
委員（甲府）

衣川　常弘
委員（峡東）

古屋　秀樹
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満

消費者支援業務委員会

【全宅連】不動産契約書及び重要事項説明書
　　　　書式に係る無料電話相談の実施

会員限定

　全宅連では、宅建協会員を対象に、不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、相談員による無
料電話相談を実施します。

開 催 日 時

毎週 月、火、木、金曜日【午後 1時～午後 4時30分】
※祝日・年末年始・お盆期間・GWを除く
※相談員の体調不良等やむを得ない事情により、急遽中止となる場合があ
ることをご了承ください。

ご相談いただける内容
不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容についてお受けいた
します。実務に精通した相談員が対応いたします。 
※取引上のトラブル等については、お受けできませんのでご了承ください。

相 談 方 法 03-5821-8113までお電話ください。

　利用上の注意事項等の詳細につきましては全宅連ホームページ（https://www.zentaku.or.jp/free_consultation/）を
ご覧下さい。
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　「不動産キャリアパーソン」は「不動産取引実務」に関する基礎知識を取引の流れに沿って体系的に学ぶことができ
る通信教育資格講座です。
　不動産取引実務の基本知識はもちろん、ビジネスマナー、コンプライアンス、基本的人権の尊重等、実務にあたる前
の心構えも網羅されています。
　宅建業従業者、経営者、宅建士、消費者問わず、基礎知識を身に着けたい方は、是非ご利用ください。
■受講料
おひとり8,０００円（税別）
※上記受講料には、通信教育費用、終了試験受験料（ １ 回分）、資格登録料が含まれます。
※終了試験の再受験については、その都度再受験料（3,500円：税別）が発生します。
■申込み方法
　①全宅連ホームページからインターネット申込み（ネット決済事務手数料が無料になりました）
　②山梨県宅建協会で申込書による申込み　詳しくは山梨県宅建協会まで　　ＴＥＬ：０５５－２４３－４３００

全宅連が実施している「不動産キャリアパーソン」の修了試験合格後の資格登録につきまして、インターネットからで
も申請ができるようになりました。

全宅連へ資格登録の申請をされますと、全宅連より「不動
産キャリアパーソン資格登録証」が交付されるほか、「資
格登録者フォローアップサイト」などの特典が利用できま
す。

詳しくは全宅連のwebサイトをご覧ください。
【https://www.zentaku.or.jp/training/career/registration/】

安心と信頼の証　不動産キャリアパーソン
不動産取引の基礎知識を学びませんか？

宅建協会
だより

お知らせ

　全宅連書式ダウンロード用
ＩＤ・パスワードが変更になります！

全宅連ホームページの各種書式ダウンロード等、会員限定メニュー利用にあたり、平成３０年 ６ 月上旬より新たな会員
認証システムを導入し、会員個別のＩＤ・パスワードが必要となりました。
　それ以前のＩＤ・パスワードは使用できないため、ご注意ください。

会員各位におかれましては、新認証システムの初回ログイン時に、新規登録手続きを行っていただきますようお願い
申し上げます。

なお、新規登録手続きには、メールアドレスが必要になりますので、事前にメールアドレスをご用意ください。
詳細につきましては、（公社）山梨県宅地建物取引業協会ホームページの「会員向け最新情報」または、下記までお

問合せください。
また、平成３０年 ４ 月 １ 日より改正宅建業法取引業法が施行されたことに伴い、法改正に対応した書式がダウンロード

可能となっております。最新の書式をお使いくださいますよう併せてお願い申し上げます。

お問合せ先

（公社）山梨県宅地建物取引業協会　　ＴＥＬ：０５５-２４３-４３００

 ログイン画面 　 新規登録にご登録いただく項目 

重要
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　理事会だより
第6回二団体合同理事会・幹事会　平成３０年８月６日

【審議事項】
⑴ 入会者等について
⑵ 協会 臨時総会
　 保証本部 臨時総会への提出事項について
⑶ 協会 臨時総会・保証本部 臨時総会への対応について

【業務執行報告事項】
⑴ �平成30年（ネ）第3261号 社員総会決議取消等請求

控訴事件（（原審）甲府地方裁判所 平成28年（ワ）第
263号）について

⑵ �甲府ブロック長からの「報告書」の提出について
⑶ 協会 第 4 回 理事資格審査会について
⑷ �オール山梨空き家無料相談会事業 委託契約書の締

結について
⑸ �空き家バンク事業（北杜市・道志村）事務取扱責

任者の変更について
⑹ �社員提案権に基づく議案の提案及び議案の要領の

通知請求の取り下げについて 

【他団体報告】
⑴ （一社）山梨県宅建サポートセンターからの報告

【その他】
⑴ 行事予定について
⑵ その他

第7回二団体合同理事会・幹事会　平成３０年9月7日

【審議事項】
⑴ 代表理事（会長・本部長）の選定
　 代表理事（副会長・副本部長）の選定について

（2-1） 代表理事（副会長）の代行順位
　 協会の専務理事及び常務理事等の承認について

（2-2） 保証協会 山梨本部の専任幹事、常任幹事等の承
認について

（3-1） 協会の専門委員会・特別委員会等の承認について
（3-2） 保証協会 山梨本部の委員会等の承認について
⑷ 協会のブロック長の選任について
⑸ 全宅連・全宅保証の理事 候補者の選出について
⑹ �全宅連 東日本地区 指定流通機構協議会への幹事候

補者・評議員の派遣について
⑺ �（一社）全国賃貸不動産管理業協会への理事候補者

の派遣について
⑻ �公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会への理

事・委員候補者の派遣について

【報告書による業務執行報告】
⑴ 平成30年度 宅地建物取引士資格試験 報告

【 その他 】
⑴ 行事予定について 
⑵ その他

第８回二団体合同理事会・幹事会　平成３０年１０月30日

【審議事項】
⑴ 入会者等について
⑵ 公益認定変更届出書の提出について
　 （他 1 事業「全宅連安心Ｒ住宅事業」）
⑶ �協会 平成30年度 事業計画書の修正・収支予算書の

一部補正について
⑷ 役員賠償責任保険 加入について

【業務執行報告事項】
⑴ 平成30年（ヨ）第20号
　 臨時社員総会決議禁止仮処分命令申立事件について
　 平成30年（ヨ）第22号
　 �臨時社員総会決議禁止仮処分命令申立事件について
⑵ �平成30年（ネ）第3261号 社員総会決議取消等請求

控訴事件（（原審）甲府地方裁判所 平成28年（ワ）第
263号）について

（2-2） 平成30年（ネ）第3261号 社員総会決議取消等請
求控訴事件（（原審）甲府地方裁判所 平成28年（ワ）
第263号）について

⑶ 協会 平成30年度 中間業務・経理 監査会
　 保証 平成30年度 中間業務・経理 監査会について
⑷ 職務の執行状況について
⑸ �北海道・東北・甲信越地区連絡会による要望書の

提出について
⑹ 北海道 胆振東部地震発生に伴う災害見舞金について
⑺ 甲府市空家等対策協議会 委員等の変更について
⑻ 甲州市空家等対策審議会 委員の推薦について
⑼ �空き家バンク事業（甲州市）事務取扱責任者の変

更について
⑽ �オール山梨 空き家セミナー＆無料相談会（かいて

らす会場）の開催 報告について

【報告書による業務執行報告】
⑴ 消費者支援業務委員会所管 全宅住宅ローン「フラッ

ト35」セミナー 報告
⑵ 消費者支援業務委員会所管 税金セミナー 報告
⑶ 第 1 回 人材育成流通委員会 報告
⑷ �平成30年度第 2 回 宅地建物取引士証 法定講習会

（更新講習会）報告
⑸ 第 1 回 中古住宅流通活性化特別委員会 報告
⑹ 第 2 回 総務財務委員会 報告
⑺ 第 ２ 回 消費者支援業務委員会 報告
⑻ 平成30年度 宅地建物取引士資格試験 報告

【他団体報告】
⑴ （一社）山梨県宅建サポートセンターからの報告

【その他】
⑴ 行事予定について
⑵ その他
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10月 1 日より「全宅連安心R住宅」運用開始

　既存住宅の流通促進に向け、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「既存住宅」のマイナスイメー
ジを払拭し、「住みたい」「買いたい」といった既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省により制
定された制度です。
　耐震性があり、既存住宅売買瑕疵保険締結の検査基準に適合した住宅であって、リフォーム等についての情報提
供が行われる既存住宅に対し、標章の使用が認められます。
※なお、「全宅連安心Ｒ住宅」制度では、当面の間、対象となる住宅を、買取再販による物件（会員宅建業者が既
存住宅を買い取り、リフォームを行い、売主として諸費者に販売する既存住宅）に限定して運用します。

標章を利用するには

【標章使用までのおおまかな流れ】

登録前の事前準備

全宅連へ「特定構成員」等の登録を行うには、事前に以下の手続きが必要です。
　　・住宅瑕疵担保責任保険法人への事業者登録
　　・安心Ｒ住宅事業責任者を設置し、全宅連Webサイト上での研修用動画の受講

「特定構成員」等への登録手続き

①�　「全宅連安心Ｒ住宅」事業特設ページより、申請書類等のダウンロードを行い、必要事項を記入のうえ、
山梨県宅建協会へ提出して下さい。

⇩
②�　書類内容に不備がなければ、登録手数料の振込依頼書を送付いたしますので、お振込み頂き、入金を確認

できる書面を山梨県宅建協会へＦＡＸして下さい。（FAX 055-243-4301)
登録手数料：１２,０００円（税別）（注 1 ）　　有効期間：原則 １ 年（要更新）（注 2 ）

(注 1 ) 登録初年度は、登録日から直近の 3 月末日まで　　　　⇩　　　(注 2 ) 登録初年度は、登録日の翌月から 3 月までの月割。

③　登録手数料の入金確認ができ次第、全宅連より登録証が交付されます。

 

標章を使用する物件毎に「全宅連安心Ｒ住宅調査報告書」の作成・提出

　対象物件が「全宅連安心Ｒ住宅」の物件要件に合致していることを、全宅連が指定する書面にて作成し、既存住
宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の検査適合証とともに宅建協会に提出いただきます。

「安心Ｒ住宅」とは

住宅瑕疵担保責任保険法人
事業者登録 「特定構成員」

「準特定構成員」
登録手続き

「安心Ｒ住宅調査報告書」
作成・提出全宅連安心Ｒ住宅事業責任者

設置・研修の受講

初回のみ 物件毎

標
章
の
利
用
開
始
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10月 1 日より「全宅連安心R住宅」運用開始

　広告の際には、標章の使用ルールを遵守して頂くとともに、対象住宅の購入者に対して、前記の「全宅連安心Ｒ
住宅調査報告書」を交付します。

標章の広告利用時の注意事項

　「全宅連安心Ｒ住宅」の標章は、対象物件を特定構成員等が売主となって売買を行う宅建業者売主型（＝買取再
販型）であり、かつ、「全宅連安心Ｒ住宅調査報告書」が提出され標章使用が許諾された物件にのみ広告が出来ます。
　客付業者の立場であっても、元付業者（＝特定構成員等）より広告掲載・宣伝告知の承諾を得なければ広告に使
用することが出来ませんので、ご注意下さい。

広告時の表示事項

表示すべき事項
インターネット広告

（ハトマークサイト等）

新聞折込チラシ
その他紙媒体による

広告

◆安心Ｒ住宅の概要（以下の説明文）を表示すること
　�　「安心Ｒ住宅とは、耐震性等国土交通省が定めた要件に適合した既
存住宅のことです。」
◆お問合せ先（所属の宅建協会名と電話番号）を表示すること

○
○

（複数物件に標章を使用
する場合は、まとめて
1箇所に記載すればよ
い）

全宅連リフォーム基準に基づく[リフォーム工事済み]である旨 ○ △
外装、主たる内装、水回り（台所、浴室、便所、洗面設備）の写真等
を表示すること ○ △
住宅の性能、維持保全の状況、その他住宅の価値を評価する上で必要
な以下の書類の保存状況
　・建築等の情報
　・維持保全の状況に係る情報
　・保険または保証に係る情報
　・省エネルギーに係る情報
　・共用部分の管理に係る情報（共同住宅の場合）

△ △

○：必ず表示　
△：�スペース・文字数に制約がある場合省略可能（ただし、省略した場合でも、住宅購入者から求めがあれば閲覧でき
るようにしておくこと）

安心Ｒ住宅事業の詳細及び特定構成員等の登録業者一覧は、全宅連ホームページ「安心Ｒ住宅事業サイト」をご参
照ください。（2018年 9 月公開）

（https://www.zentaku.or.jp/anshin-r/）

標章を販売広告に使用～販売活動
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近代ハウジング㈱ 沖田　　透 甲府市丸の内 ３ － ３ － ５
興土開発㈱ 土橋　久雄 笛吹市石和町上平井４２８－ １
㈱古屋工業 古屋　　栄 笛吹市御坂町井之上８８７
渡辺興業 渡辺　文吉 富士吉田市下吉田 ８ － ２ －８２
不二建設㈱ 北村　隆男 中巨摩郡昭和町清水新居１５４８
山芝電設㈱ 吉田　祐次 甲府市砂田町１０－ ７

廃 業 ・ 退 会 者

㈱大恵 伊藤　正英 甲府市幸町２３－ ３
組 織 替 入 会 者

（公社）山梨県宅地建物取引業協会について
　当協会は県内の約85％の宅建業者が加盟し、宅地建物取引業務の適正な運営と公正な取引を確保するため、各種研修や指導等を通じて、会員の品位の保持と資
質の向上に努めております。
　入会に際しても厳正なる基準のもと審査会を行い、品位や資質について問題がないと認められた場合にのみ、入会が許可されております。
　また当協会員は、（公社）全国宅地建物取引業保証協会へも同時に加入し、万一消費者が会員との取引により損害を被った時には、保証協会にて相互の事情を調査
の上、弁済業務の対象になると判断された場合、保証協会が、限度額の範囲内で会員に代わって弁済を行う『弁済業務保証金制度』が適用されます。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事⑴2479
エステート結合同会社
矢﨑　守仁
矢﨑　守仁
山梨市上之割108-4
０５５3-37-1586
０５５3-37-1586

新規加入させて頂きましたエステート結（同）の矢㟢です。不慣れ
な不動産業界ですが、何卒よろしくお願いします。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事⑴2482
株式会社LIFE Design
室田　雅樹
室田　雅樹
甲府市下石田2-17-22
０５５-269-7333
０５５-269-7334

この度は、新規入会させて頂き有難うございます。
地域の発展の為、頑張って参りますのでよろしくお願い致します。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事⑴2476
株式会社アヤメ企画
青栁　桂子
青栁　伸彦
南アルプス市上市之瀬118-1
055-284-5566
055-284-5567

社会的責任が重い不動産業界に挑戦することになりました。まだまだ
未熟者ではございますが、皆様に信頼されるよう、精一杯努力して参
りますので、何卒ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事⑴2481
株式会社中村工務店
中村　善明
中村　裕美
笛吹市一宮町新巻237
0553-47-2266
0553-47-3366

地域の皆様に信頼されるよう、精一杯、まごころ一杯が
んばってまいります。どうぞよろしくお願い致します。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事⑶2228
株式会社はやぶさ地所　平和通り店
原　美奈子
原　美奈子
甲府市伊勢1-4-5　第2平和ビル102
055-268-2106
055-268-2107

この度、平和通り沿いに新店舗をオープン致しました。
お客様に信頼され、地域の発展の為に努力して行きま
す。協会の皆様、ご指導の程宜しくお願い致します。

　宅地建物取引業を営むためには、各都道府県知事または国土交通大臣の免許を取得し、
営業保証金の供託若しくは保証協会への加入（弁済業務保証金の供託）を行う必要があり
ます。
　不動産の取引については、必ず上記の手続を経た正規の宅建業者と行ってください。
　以下は、この度新たに山梨県知事及び国土交通大臣による免許を取得し、（公社）山梨県
宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会に入会した宅建業者です。

新顔です。
こんにちは

よろしく

年末年始休暇のお知らせ
　平成３０年も残すところ、あと僅かとなりました。
　皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。本年も会務運営にご協力頂き、厚く御礼申
し上げます。
　誠に勝手ながら、平成３０年１２月２９日（土）～平成３1年 １ 月 ５ 日（土）まで年末年始休暇とさせて頂きます。（ １ 月 ６
日（日）は、通常のお休みとなります。）
　ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。



我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使
命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を
通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

倫　理　綱　領

公益社団法人	全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人	山梨県宅地建物取引業協会

１．�我々会員は、国民の貴重な財産を託された者とし
ての誇りと責任をもって社会に貢献する。

１．�我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえる
よう常に人格と専門的知識の向上に努める。

１．�我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に
努める。

１．�我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業
務の遂行に努める。

１．�我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼
に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組
織の団結に努める。

平成 30年 11月発行第 173号
発 行 所／山梨県甲府市下小河原町 237-5　山梨県不動産会館　TEL.055-243-4300（代）
発行責任／公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会／公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山梨本部
発 行 人／長田　満　　編集／消費者支援業務委員会



南アルプス市 毎月第3水曜日
午後1時30分～午後4時

南アルプス市役所白根支所　2階大会議室

甲府市 毎月第3木曜日
午後1時30分～午後4時

甲府市役所本庁舎　4階市民相談室

笛吹市 偶数月第3水曜日
午前10時～正午　午後1時～午後3時

笛吹市役所本庁舎　2階201会議室

富士吉田市 原則毎月20日
午後1時～午後4時

富士吉田市役所東庁舎　2階会議室

甲州市 毎月第3木曜日
午後1時～午後3時

甲州市民文化会館　3階第1研修室

山梨市 原則毎月20日前後
午前10時～正午　午後1時～午後3時

山梨市役所西館　2階会議室

◉以下の地域でも相談を承っています。なお、地域の相談員は、（公社）山梨県宅建協会が委嘱した者です。

地域の相談所の正確な開催日時はホームページ又はTEL055-243-4300にお問い合わせください。
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●（公社）山梨県宅地建物取引業
協会及び（公社）全国宅地建物取
引業保証協会山梨本部は不動産無
料相談所を開設しており、不動産
全般の疑問、不安や悩みについて
専門相談員が適切なアドバイスを
致します。
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不動産に関するお悩みは

相談日　毎週火、金（祝日、その他特定日を除く）

午前10時〜正午　　午後1時〜午後4時

甲府市下小河原町237-5　山梨県不動産会館

TEL 055-243-4304

不動産無料

相談所へ

URL  http://yamanashi-takken.or.jp
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